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社会福祉法人伊達市社会福祉協議会役員報酬規程 

 

(目的) 

第１条  この規程は、社会福祉法人伊達市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の役員に対す 

 る報酬の支給について必要な事項を定めることを目的とする。 

(通則) 

第２条 役員の報酬については、勤務実体に即して支給することとし、役員の地位にあることの

みによっては、支給しないものとする。 

２ 常勤役員とは、本会の職員就業規則に定めるところの「勤務」の例により勤務する者をいう。 

３ 非常勤役員とは、前項以外の者をいう。 

(常勤役員の報酬等) 

第３条 常勤役員には、報酬を支給する。ただし、職員がその役員の職務を兼務する場合は支給

しない。 

２ 報酬は月額とし、報酬の額は別表第１のとおりとする。 

３ 通勤手当は職員の例による。 

(常勤役員の報酬の支給日) 

第 4条 前条に規定する報酬等の支給日は、職員の例による。 

(社会保険への加入) 

第５条 常勤の役員は、職員に準じ社会保険に加入できるものとする。 

(非常勤役員の報酬) 

第６条 非常勤の役員の報酬は、次のとおりとする。ただし、会長以外の非常勤の理事及び監事

には支給しない。 

２ 会長の報酬は、年額俸給とし報酬の額は別表第２のとおりとする。 

３ 年の中途において役員に選出され、又はその役職についたときは、その選出され、又はその

役職についた月数を基礎として月割計算により報酬を支給する。 

４ 役員が、年の中途において任期満了、辞職、死亡によりその職を離れたときは、その日まで

の月数を基礎として月割計算により報酬を支給する。 

５ 第２条の例により、勤務実体がない場合には、第 1項に定める報酬は支給しない。 

(非常勤役員の報酬の支給日) 

第７条 前条に規定する報酬等の支給日は、毎年７月 25日、11月 25日及び翌年３月 25日(た 

だし、金融機関が休日にあたる場合はその前日に支給する。）にそれぞれ３分の１額を支給する。 

２ 年の中途においてその職を離れたときは、その日の属する月の末に報酬を支給する。 

 (委任) 

第８条 この規程に定めるもののほか、役員報酬に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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  附 則 

１ この規程は、平成２９年３月１日から施行する。 

 ２ 社会福祉法人伊達市社会福祉協議会常務理事の報酬に関する要綱（平成２８年１０月１

日）は、廃止する。 

 

 附 則 

この規程は、平成３０年６月２８日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和２年６月２６日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

   常勤役員の報酬 

 

役  位 

 

月額で支払われる 

役員報酬 

 

常 務 理 事 ２４，０００円 

 

 

別表第２（第６条関係） 

   会長の報酬 

 

役  位 

 

年額で支払われる 

役員報酬 

 

会  長 ３００，０００円 

 


